■分科会１「開発」

日時：2007年3月27日

場所：三田共用会議所

ファシリテーター：高橋清貴（JVC）

書記：下田寛典（JVC）

1. 第一議題「一貫性パネル」

冒頭、ファシリテーターの高橋（JVC）が、「一貫性パネル」を議題とする趣旨として、援助の「質」を巡る議論の中で開発と環境分野に関わる国連組織の機構改革が議論され、専門家からなる国連パネルから報告書が出された旨を述べた。

その後、外務省多国間協力課の中田氏から報告、及びICU功刀氏から問題提起の発題がなされた。

発表者1　中田・外務省多国間協力課

一貫性パネルは、国連のシステムの補完するシステムとしてアナン事務総長が作ったパネルであり、開発と人道支援と環境の３分野の一貫性がテーマ。特に、開発の分野が大きく提言されており、趣旨は「ONE UN」の推進。その内容は、①一人のリーダー、②ひとつのプログラム、③一つの予算枠組み、④ひとつのオフィスを支援実施国において推進しようとするもの。

· 一人のリーダー

現場における国連機関間の調整はUNDPの常駐調整官が行うことになっているが、UNDPは実施主体でもあるので、他機関からの不満もありうまく機能していない。また、実質的権限もない。これに対して、①国連の中のそれぞれの制度を常駐調整官に集中させる、②国ごとに各機関への予算配分権を常駐調整官に担わせる、③UNDPの実施部門と調整部門を切り離すことで調整官の独立性を確保する、ことを提案している。改革は、国連システムにもっと柔軟性を与えようというドナー国の潮流を反映したもの。

· ひとつのプログラム

国別プログラムを統合させ、ひとつの国連のプログラムをつくるのだが、実際には難しい。取りあえず合体させ、その後、国別援助計画を作る際にひとつのプログラムに統合していく。

· ひとつの予算枠組み

国連予算には指定（イヤーマーク）されている金とそうでない金があり、ノン・イヤーマークの金は各機関ごとに支払っているのを統合しようとするもの。

· ONEオフィス

機関ごとにばらばらなオフィスを一箇所に集めようとするものだが、治安の観点から分けたほうがいいという意見もあり、ケースバイケース。

コメント：　功刀達朗・ICU

外務省の報告に対して、功刀氏は以下のようなコメントを加え、問題提起とした

· 国連が一体とした形となって行動することへの提案は、これまでもなされてきているが、今回の報告書がそれを補完するのは評価できる点。例えば、「人権中心」、「人間中心」といった原則は採択され、国際社会の中で慣習になってきている。
· しかし、この改革提案に対して、次のような問題あるいは懸念がある。①各機関でいま進めているMDGへの取り組みを中断させることにならないか、②国連改革は政治問題でもあり新しい事務総長の取り組みはどうか、③改革によって各機関のマンデートの修正が生まれれば資金調達のインセンティブがそがれる、④常駐調整官に過度な権限を与えることになる、⑤報告書には現地及び国際NGO、企業との関係についての言及が少ない。
· こうした懸念に対して、アプローチが古い。特に国家中心的なアプローチに終始していることは問題。諸問題の相互リンクに注目し総合的に解決を図る必要があり、多様な見方・経験的専門知識を持つ異なるアクターに政策立案に参加させるべき。NGOと企業が、もっと積極的に参加することが重要。

以上のような二つの発題に続いて、以下の通り、意見交換が行われた。

· 一貫性改革は、現場経験に基づくボトムアップが重要。現場レベルからの改革ではなく、メンバー国の主張が強かったため、多様なアクターの参加が十分に反映されていない。改革のための改革では意味がなく、裨益効果の最適化を考えるべき。UNICEF、UNHCRなど一部の機関では、単独で効果的に活動している機関もあり、それらが改革の過程で影響を受ける心配もある。
· １９７５年～１９７７年まで、国連の機構改革に関する委員会があり、今回の改革も新しい話ではない。新しい点は、常駐調整官に国連機関以外から選んでも良いことぐらい。環境分野ではNGOとのパートナーシップが進んでいるが、開発分野でパートナーシップの話が出てきていないのは問題。

· 常駐調整官が予算配分権を持って相手国と交渉するなど、大きな権限が集中する。果たして、実現性があるだろうか？これまでの各専門機関がやってきたことをどのように評価しているか？
· 市民社会とのパートナーシップ強化は既に別に報告書も出されているが、ここの議論にどれだけ反映されているのか不明。また、日本の外務省がこの改革に関してNGOとどのようなリンケージを持とうとしているのかも明らかでない。
· 報告書は、時代の先を読みすぎているが、今後ますます重要になるレポートであろう。しかし、途上国の関心がもっと反映されるものでなければならない。
· 汚職問題への対応及び国連のチェック機能に関して、国連でも監査システム、事業評価システムをつくるべきだという提言があったが、中心的に議論されていない。

最後に、高橋氏が本議題に関する議論を以下のようにまとめた。

· プロセスにおいて、市民社会や途上国の声が反映されるべきという指摘は重要。一方、援助スキームが乱立している中で、トランザクションコストの問題を解決すべきであり、整理・統合の必要性は認識されるべき。重要なのは具体的な実効性を持って改革されるのかということ。二つの考え方があり、システムを作ればうまくいくという英国や北欧中心のグループと、現場での成功事例を積み上げるべきという日本などのグループで意見が別れるが、共通するのは汚職をなくすなどアカウンタビリティが喫緊の課題であること。国連改革には政治が強く絡んでくるが、高い次元に政治を止揚していかない限り実効的な改革はなく、問題は解決されない。途上国にも先進国にも責務が問われている。世銀など他の開発援助機関でも「新しい援助体系」に向けた議論をしようとする動きが出てきている。国連や世銀にバイも含めて包括的に新しい援助体系を構築する議論を、多様なアクターの参加の下で行うことが肝要。

2. 第二議題「開発と環境」

日時：2007年3月27日

場所：三田共用会議所

ファシリテーター：高橋清貴（JVC）

書記：高橋（JVC）

冒頭、高橋氏から本議題の趣旨として、環境問題が政治的に重要なイシューとなりつつあり、改めて持続可能性の観点から開発のあり方を問い直す必要性が生まれていることが述べられた。

その後、大林氏・環境エネルギー政策研究所から、以下のように日本と国連における環境問題の論点が提示された。

報告者　大林ミカ・環境エネルギー政策研究所

パワーポイントを用いて、気候変動の現状と日本の役割について以下のような発題があった。

· 近年、世界中のメディアで地球温暖化の話題が大きく取り上げるようになったいるが、主な論点はIPCC、国連の気候変動パネルの第一作業議会の二月評価報告書に起因する。その報告書は、地球温暖化は90%の確立で起こっており、今世紀中に6.4度の上昇が予測されるとしている。また、企業の環境問題への努力によって、それを1.1度の上昇で済ませられる可能性についても指摘されている。
· 世界中で氷河の後退が見られるが、海面上昇、砂漠化などによって、途上国が様々な形で最も大きな影響を受けるだろう。世界各国でみられる現象で、「気象難民」と言われる人が2500万人（2002年）から倍増することが予測されている。気温の上昇は、次のような影響をもたらす。1度上昇で、自然界の生態系の変化、2度上昇で、適応できない種が絶滅する、3度上昇すれば、グリーンランドの氷が解け出す。二酸化炭素排出量規制の目標は、EU全体20％、ほかの先進国30％のCO2削減。行動が10年遅れると、この2倍の排出量規制が必要になってくるだろう。

· 今後だが、京都議定書には、アメリカが批准していない現状があるが、日本はそれに外交政策としてどう対応するべきなのか？また、来年のG8会議ホスト国としての日本の役割として、京都議定書以後（2012年以降）の枠組み条約の取りまとめ。更に、アジアの先進国として、アジア内での気温変動対策のリーダーシップを取るべきである。特に、中国、インドに対して、気温変動対策の条約を批准するように働きかけ、自然エネルギー・テクノロジーを持つ国としての支援をすべきであろう。
· しかし、日本のODAのほとんどは円借款であり、実質的に日本企業が受注する割合が高い。資源の収奪ともとらえかねられない援助という側面がある。翻って、日本自体のエネルギー政策の問題。日本は、人間の安全保障と環境の安全保障を合わせて、国内外にビジョンをハッキリしめすべき。

報告者2　久島・外務省気候変動室長

· 気候変動は様々な問題を包括している。①開発とのかかわり、②ICPP などデータの科学的根拠、③エネルギー政策。特に化石燃料の将来性、④経済的インパクトと地域経済のあり方、⑤金融（CDM取引の金融商品として世界に拡大）のあり方、そして⑥森林破壊問題などの環境問題である。

· EUの提言では、「新産業革命」と言い、先進国が作り上げた化石燃料文明が地球のキャパシティを超えていることを認識した上で、新しい社会形態の必要性を訴えている。

· 外務省として、気候変動問題は日本だけで解決できる問題ではないという意味で外交問題と認識。環境は世界が一丸となって取り組むべき問題である。2012年から、どのような目標を置くか、日本政府だけで決められる問題ではない。その意味で外交問題である。最大の争点は、アメリカ、中国、インドのありよう。
· この3カ国とどうすれば環境問題について国際的な枠組みを締結できるかということだが、アメリカは対話に参加しているが、中国とインドに先進国の国別目標のように確約数値を求めることは難しいだろう。只、現状のような義務のない状態よりも、何かしらの規制、義務を国際的に課すことができれば現実的に意味がある。また、エネルギー効率の問題は、途上国だけでは解決が難しく、支援が必要。日本は、水力発電の推進などを支援してきているが、砂漠化対策や環境マネージメントのキャパシティビルディングなどを今後も継続する。
· 個人的見解だが、日本では政府も市民も気候変動への危機感が薄い。ヨーロッパでは気候変動の話題は最近メディアでよく取り上げられるが、日本では、それほど関心を引いていない。日本人の倫理観、「自然」の受け止め方がヨーロッパのそれとは違うのだろうか。

以上の二つの発題を受けて、以下のような意見交換が行われた。

· 日本政府の国際的交渉の場において、目標の不明確さ、プレゼン力の弱さ、NGOsとの連携の薄さ、公開性・透明性の欠如、取り組みの真剣味の希薄さ（自国の排出量増加問題への対応の甘さ）、科学技術と支援政策の繋がりの薄さ、といった問題が見られる、という指摘に対して、日本政府は、欧米のアプローチは数値目標を先に設置するが、日本は達成できることを確信してから数値目標をたてるという考え方に違いがあることを指摘した。市民の関心の薄さも、政府の国際的議論の場でのリーダーシップを発揮できない間接的な要因になっている。

· 国内で環境問題が十分に知られていないことに関して、メディアや教育の問題が指摘された。政府もNGOも、もっと教育現場に出て行き、メディアを通して広報活動を行い、アル・ゴアなどの海外の環境活動家との連携を図るべきとの指摘がなされた。その一方で、環境問題は専門用語が多すぎて、一般に理解がされにくいという課題が出された。
· 環境教育の重要性、専門用語の一般語化、政府と市民の対話の充実が指摘される一方で、日本に気候変動問題で強いリーダーシップを発揮できる人材が不足していることが指摘された。特に政治家の不在。
· 一人一人考えた上で議論する場の必要性が指摘された。特に、国会の中で、環境問題が十分に取り上げられていない。環境政策に関するアカウンタビリティも欠けている。この点を踏まえつつ、日本の世論をかえるきっかけとして2008年のG8サミットがターニングポイントとなるのではなかろうかとの意見があった。
· 国連での議論は入り口付近で留まりがちである。理由の一つとして、国連内における南北間の対立が会議に現れてしまうこと。途上国といっても一概に同じ状況ではないにも関わらず、団結してG8諸国に対立する傾向がある。結果的にはある程度の譲歩案で落ち着くのだが、それまでの過程が長すぎる。だから、議論が問題の口で止まってしまう。これに対して、G8サミットという場が補完的役割を果たすのではないかとの意見が出された。

最後に、高橋氏が、以下のようにまとめて本議題を締めくくった。

· 国連との関係で、G8という枠組みは、それに対立する途上国グループを生み出し、国連の議論に政治的対立を持ち込みつつも、同時にG8サミットが国連を補完するというもう一つの役割を果たしている現実がある。このG8と国連が「対立」と「補完」というアンビバレントな両面性を持つことを視野に入れつつ、環境問題を先に進めるためには、両者の不信感を調整しつつ国連という議論を活用することの重要性が確認された。

（以上）
